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説

t主

め

じ

論

故
富
田
容
甫
氏
の
専
攻
し
た
政
治
学
と
私
の
専
攻
す
る
私
法
学
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

本
稿
は
、
私
法
学
に
対
す
る
政
治
の
影
響
が
最
も
強
く
見
ら
れ
た
ナ
チ
ス
の
舞
台
の
上
で
、
当
時
の
私
法
学
の
総
決
算
と
し
て
計
画
さ
れ
た

民
族
法
典
を
素
材
と
し
て
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
ナ
チ
ス
私
法
学
の
功
罪
に
つ
い
て
論
じ
た
さ
い
、

ナ
チ
ス
私
法
学
を
ド
イ
ツ
民
法
典

(
B
G
B
)

発
展
と
と
ら
え
、
「
存
在
し
た
の
は
『
ナ
チ
ス
時
代
の
私
法
学
』
で
あ
っ
て
、
『
ナ
チ
ス
私
法
学
』
で
は
な
か
っ
た
」
と
論
じ
た
n

一
応
の
結
論
と
し
て
、

し
か
し
、

当
時
は
資
料
の
関
係
で
民
族
法
典
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
入
手
し
た
若
干
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
前

述
の
テ
ー
ゼ
、
が
民
族
法
典
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
主
な
狙
い
で
あ
る
。
予
め
結
論
を

示
せ
ば
、
前
述
の
テ

l
ゼ
は
、
多
く
の
問
題
点
を
含
み
な
が
ら
も
、
民
族
法
典
に
つ
い
て
も
な
お
妥
当
す
る
と
い
え
る
。

な
お
ナ
チ
ス
民
族
法
典
に
つ
い
て
は
、
編
纂
が
は
じ
め
ら
れ
た
時
に
第
二
次
大
戦
が
勃
発
し
た
た
め
、
当
時
は
わ
が
国
で
ほ
と
ん
ど
紹
介

さ
れ
ず
、
戦
後
も
長
ら
く
研
究
の
空
白
が
続
い
た
。
よ
う
や
く
一
九
七
九
年
に
広
渡
清
吾
氏
に
よ
り
「
第
三
帝
国
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法

の
『
転
換
』
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
。
広
渡
氏
は
結
論
と
し
て
、
「
総
じ
て
わ
れ
わ
れ
が
民
族
法
典
に
お
い
て
み
い
だ

す
の
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
原
理
の
表
明
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ま
た
こ
の
よ
う
な
原
理
に
も
と
づ
く
政
治
の
帰
結
と
し
て
の
現

実
の
規
範
的
裁
可
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
こ
の
広
渡
論
文
の
見
解
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
い

う
意
図
も
あ
わ
せ
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
後
の
広
渡
氏
の
ナ
チ
ス
私
法
学
研
究
の
深
化
を
見
れ
ば
、
本
稿
は
し
ょ
せ
ん
つ
か

の
聞
の
生
命
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
た
い
。
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(

1

)

 

(

2

)

 

五
十
嵐
清
『
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
』
(
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
)
一
八
頁
。

本
稿
で
使
用
し
た
主
な
資
料
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
主
2
5ロ
P
U
E
〈
c-rm間
2
2
N
Z
n
r
ι
2
0
0
5
E
Z
P
巴
ロ
切
2
r
z・
ζ
口ロロ
roロ

ロ・∞
R
-
Z
E
A
H
H
(
以
下
、
回
。
乱
。
B
曲
目

P
∞
2
5
Z
と
し
て
引
用

Y
〈

c-rω
開

2
2
N
r
E
H
Y
の
さ
回
牛
耳
問
。
同
己
ロ
仏
国
=
口
r
F
H
W
2
4〈ロ門町
Z
ロ
品
開
門
日
同
ロ
a

z
Eロ
m
o
p
冨
出
口
の
戸
高
ロ
己
回
2
-
5
5
k
H
N
(
以
下
何
回
仲
君
口
同
町
と
し
て
引
用

Y
Z
E
2
5ロ
P
U
S
〈
o
F
m問。出向円
N
r
c
n
r
m
r
m，E
ロ
皆
目
。
去
の
g
a
-

r
z
z
n
}出
ロ

H
N
2
r
z
r
r
oロ
♂
∞
ぬ
『
日
5

5
品
N
(
以
下
、
固
め
ι
o
g田口
p
m，Z
ロ色町
5
5
2
と
し
て
引
用
)
山
出
色
芯
ロ
rmzo♂
U
E
Z
ω
・〈

c-rm開
22Nσ
ロ
nr・

-口一一日∞丹田
nr
ュr
p円
河
口
門
目
。
に
の
B
国
♂
回
芯

z
r
-
L
E
g・
こ
の
う
ち
前
三
者
は
す
で
に
次
注
の
広
波
論
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

広
渡
清
吾
「
第
コ
一
有
国
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
の
『
転
換
』
」
東
大
社
会
科
学
研
究
所
編
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
国
家
と
社
会
5

ヨ

l

ロ
ツ
バ
の
法
体

制
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
以
下
、
広
渡
「
転
換
」
と
略
称
)
五
八
真
。

(

4

)

広
波
清
正
ロ
「
二
人
の
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
」
社
会
科
学
研
究
三
三
巻
五
号
(
一
九
八
一
年
)
、
と
く
に
一
二
ハ
頁
、
同
「

J
-
w
・へ
l
-
7
7

ン
と
ナ
チ
ス
私

法
学
」
社
会
科
学
研
究
三
四
巻
刊
号
(
一
九
八
二
年
)
よ
り
連
載
中
、
参
照
。

民
族
法
典
編
纂
小
史

こ
こ
で
は
、

(
1
)
 

ハ
ッ
テ
ン
ハ
ウ
ア

l

(国
主
席
ロ

E
5
5
の
最
近
の
研
究
に
従
っ
て
、
民
族
法
典
の
編
纂
史
に
つ
い
て
略
述
し
た
い
。

B
G
B
に
対
す
る
批
判
は
す
で
に
ワ
イ
マ

l
ル
時
代
に
見
ら
れ
た
が
、

ド
イ
ツ
で
は
、

そ
こ
で
は

B
G
B
に
代
わ
る
新
し
い
法
典
編
纂

ナチス民族法典の性格

(
列
。
佳
品
W
2
5ロ)

一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
が
政
権
を
掌
握
す
る
と
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ト
ル
(
出
色
ロ
巳
口
「

ωSZ)、

は
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ラ
ン
ゲ

(
白
色
ロ
吋
-
n
r
H
k
g
m巾
)
、

ハ
ン
ス
・
デ
レ
(
出
国

5
0
2
E
な
ど
若
手
民
法
学
者
に
よ
り
、

B
G
B
に
対
し
よ
り
激
し
い
批
判
が
な
さ
れ
た
が
、
彼
等
も
当
初
は
新
し
い
法
典
編
纂
に
は
反
対
で
あ
り
、
主
と
し
て
裁
判
官
に
よ
る
法
創

造
を
期
待
し
た
。

新
し
い
私
法
典
編
纂
の
観
念
は
一
九
=
一
三
年
に
設
立
さ
れ
た

(
4
)
 

「
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
(
〉
W
白
色
町

B
W
E円
。
2
2
n
r
g
同
2
Z
)」
の
中

北法36(1-2・411)411



説

ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
は
ナ
チ
ス
の
法
律
部
門
の
指
導
者
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
ク
(
民
吉
田
一

F
s
r
)
に
よ
っ
て
創
始
ぶ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
多
く
の
法
学
者
を
メ
ン
バ
ー
に
加
え
、
弱
体
化
さ
れ
た
議
会
の
代
用
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
当
初
か
ら
司
法
省
と
は
緊

張
関
係
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
も
、
当
初
は
一
般
的
新
法
典
の
編
纂
は
考
慮
の
外
に
お
か
れ
、
新
し
い
法
は
や
は
り

裁
判
官
の
解
釈
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

で
生
じ
た
。

弘

前甘

一
九
三
四
年
一
月
末
に
聞
か
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
総
会
の
席
で
、

司
法
次
官
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
ベ
ル
ガ

1
3
n
E品
目

5
2
m
2
)
が
「
立
法
に
対
す
る
現
代
の
任
務
に
つ
い
て
(
〈
O
百
四

2
巳

5印
叩
叶
叩
円

N
S
Z
H

の
2
豆
諸
問
ぴ
ロ
ロ
ぬ
)
」
と
題
す
る
講
演
を
行
な
い
、
そ
の
中
で
ア
カ
デ
ミ
ー
の
目
標
と
し
て
新
法
典
の
創
造
に
つ
い
て
言
及
し
、

へ
l
Jア
マ
ン

も
そ
れ
に
続
い
て
統
一
民
法
典
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
い
た
が
、
当
時
は
な
お
ア
カ
デ
ミ
ー
の
任
務
は
立
法
作
業
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て

、
pa

品、つ
n
-

。

し
サ
J

，
刀
ザ
ナ
'

一
九
三
五
年
六
月
の
第
二
回
ア
カ
デ
ミ
ー
年
次
総
会
に
お
い
て
、
へ

l
デ
マ
ン
は
「
民
法
の
全
体
構
成
(
の

2
目
B
F
2
ι
2
ゲ
奇
想
己
主
回
目
ロ

岡
山

2
宮
田
)
」
と
題
す
る
講
演
を
行
な
い
、

で
は
な
く
で

「
法
典
(
問
。

E
F
E
S
)」

そ
の
中
で

「
修
正
法

(
Z
2色町)」

の
必
要
性
を
、

さ
か
間
接
的
な
表
現
で
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
革
新
的
法
学
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
カ

l
ル
・
シ
ナ
ミ
ッ
ト
(
の
国
ユ

ω与
5
5
)
は
、
修
一
止

〔

5
)

の
採
用
を
主
張
し
た
。
当
時
の
一
吋
法
省
も
法

法
に
も
法
典
に
も
反
対
し
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
立
法
方
式
と
し
て
「
指
導
原
則

p
g仲
間
出

RO)」

し
か
し
、
法
典
化
へ
の
前
進
も
日
比
ら
れ
た
。
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
、
翌
年
の
年
次
総
会
で
の
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
ラ
ン
ゲ
の
記
念
講
演
「
ド
イ
ツ
私
法
学
の
状
況
と
課
題

(
E
m巾
z
z
k
r
c
hぬ
与
。
仏

2
P
E
z
r
g
p
-
S
R
2
r
z
i∞
2
5与
え
同
)
」
で

あ
り
、
そ
の
中
で
彼
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ど
の
キ
ー
ル
学
派
を
批
判
し
、
遠
い
目
標
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
法
典
化
の
必
要
性
を
説
い
た
。

典
編
纂
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。

「
民
法
典
と
の
訣
別
手
g
n
E
2
H
4
0
5
∞
の
∞
)
」
と
題
す
る
有

名
な
講
演
を
行
な
い
、
民
法
典
を
廃
止
し
、
個
別
的
立
法
に
置
き
換
え
る
と
い
う
司
法
省
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
Q

こ
れ
に
対
し
、
ァ
ヵ

さ
て
一
九
三
七
年
一
月
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
ベ
ル
ガ

l
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で

デ
ミ

l
会
員
デ
レ
は
、

さ
し
あ
た
り
個
別
的
法
律
に
よ
る
改
革
は
認
め
る
も
の
の
、
将
来
の
問
題
と
し
て
は
法
典
の
必
要
を
主
張
し
、

北法36(1-2・412)412

し、

さ
さ

ら



に
周
年
一

C
月

の

第

四

四

年

次

総

会

に

お

い

て

、

い

ま

や

民

法

の

将

来

を

め

ぐ

り

学

者

の
間
で
多
く
の
討
論
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
老
パ
ン
デ
ク
テ
ン
学
者
マ
ニ

l
ク
ヲ
F
E
m
r
)
の
よ
う
に

B
G
B
の
擁
護
論
も
見
ら

れ
た
。

へ
1

デ
マ
ン
も
同
趣
旨
の
発
言
を
し
た
。
そ
し
て
、

司
法
省
に
対
抗
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
は
一
九
三
八
年
ア
カ
デ
ミ
ー
の
組
織
の
強
化
を
は
か
り
、
さ
ら
に
多
く
の
大
学
教
授
を
傘
下
に
加
え
た
。

(
9
)
 

そ
の
結
果
、
両
者
の
間
に
競
合
が
生
じ
た
が
、
同
年
に
制
定
さ
れ
た
婚
姻
法
と
遺
言
法
に
さ
い
し
て
は
、
両
者
間
の
協
力
が
見
ら
れ
た
。

の
落
成
式
に
さ
い
し
、

以
上
の
よ
う
な
推
移
を
背
景
と
し
て
、

一
九
三
九
年
五
月
「
ド
イ
ツ
法
会
館
」

プ
ラ
ン
グ
は
は
じ
め
て

「
民
族
法

こ
れ
に
対
し
司
法
大
臣
ギ
ュ
ル
ト
ナ
l

首位円
Z
Z
)
も
賛
意
を
表
し
た
(
も
っ
と
も
、

{
叩
〉

は
当
初
こ
の
プ
ラ
ン
に
激
怒
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
し
る
)
。

典

の
制
定
の
計
画
を
明
ら
か
に
し
、

ヒ
ト
ラ
ー

ア
カ
デ
ミ
ー
は
早
速
仕
事
に
着
手
し
た
。

フ
ラ
ン
ク
は
ラ
ン
ゲ
を
総
括
報
告
者

に
任
命
し
、
両
者
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
法
典
編
纂
に
つ
い
て
の
諸
方
針
を
示
し
た
。

(
日
〉

民
族
法
典
編
纂
の
た
め
、
ア
カ
デ
ミ
ー
内
に
、
主
委
員
会
の
ほ
か
、
九
個
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
各
委
員
会
は
一
定
の
枠
の
下
で
自

由
に
活
動
を
開
始
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
九
月
第
二
次
大
戦
が
勃
発
し
、
主
委
員
会
の
初
代
委
員
長
ラ
ン
ゲ
が
出
征
し
た
た
め
、
そ
の
代
わ

り
に
へ

l
デ
マ
ン
が
委
員
長
に
就
任
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
総
督
に
任
命
さ
れ
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
仕
事
に
専
念
で
き
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、

へ
l
デ
マ
ン
は
こ
の
仕
事
に
全
力
を
注
ぎ
、

一
九
四

O
年
よ
り
四
一
年
に
か
け
、
も
っ
と
も
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
。
も
ち

ナチス民族法典の性格

ろ
ん
委
員
会
ご
と
の
ば
ら
ば
ら
な
仕
事
に
対
し
、
批
判
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

デ
ミ

l
年
次
総
会
に
お
い
て
、
仕
事
の
困
難
性
は
認
め
な
が
ら
も
、
民
族
法
典
編
纂
の
現
状
と
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
希
望
に
み
ち
た
報
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
〈
内
容
後
述
〉
。

へ
l
デ
マ
ン
は
一
九
四

O
年
一
一
月
の
第
七
回
ア
カ

だ
が
こ
れ
に
よ
っ
て
困
難
な
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
九
四
一
年
の
は
じ
め
に
は
合
計
一
八
な
い
し
一
九
の
委
員
会
や
小
委

員
会
が
あ
り
、
二

O
O人
に
も
の
ぼ
る
ス
タ
ッ
フ
が
従
事
し
た
。

こ
の
た
め
、
法
典
の
量
を
い
か
に
お
さ
え
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
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説

そ
れ
と
と
も
に
時
間
と
の
斗
い
も
緊
急
課
題
と
な
っ
た
。

へ
l
デ
マ
ン
は
、

こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
指
導
性
を
発
揮
し
た
。
同
一
年
五
月

に
は
若
干
の
前
進
が
見
ら
れ
、
草
案
の
作
成
が
目
標
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
難
問
も
跡
を
絶
た
ず
、
と
く
に
商
法
・
企
業
法
・
労
働
法
の
民

:::，L為
自問

族
法
典
へ
の
編
入
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。

一
九
四
二
年
に
は
転
機
が
お
と
ず
れ
た
。

ア
カ
デ
ミ
ー
総
裁
を
解
任
さ

れ

同
年
夏
ブ
ラ
ン
ク
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
法
政
策
を
批
判
し
た
た
め
、

そ
の
ポ
ス
ト
は
司
法
大
臣
テ
ィ

l
ラ
ッ
ク
(
。
=
。
叶
E
2
2
5
が
兼
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

テ
ィ
l
ラ
ッ
ク
は
民
族
法
典
の
準
備
の

継
続
に
つ
い
て
は
同
意
し
た
、
が
、
そ
れ
は
ナ
チ
ス
司
法
の
建
設
と
い
う
大
事
業
に
劣
る
べ
き
も
の
と
し
た
。
彼
は
、
同
年
一
一
月
末
ア
カ
デ

、
、
l
の
会
議
を
召
集
し
、
労
働
と
企
業
を
法
典
に
採
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
こ
の
た
め
、

へ
l
デ
マ
ン
も
退
却
戦
を
開
始
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

四
二
年
一

O
月
に
執
筆
さ
れ
、

一
一
月
末
に
司
法
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ラ
ン
ゲ
の
論
文
「
民
族
法

典
の
本
質
と
形
態
(
者
2
2
5門目。
z
E
ニ
2
〈
c-宮

m
m
E
R
E与
2)」
で
あ
る
。

彼
は
こ
こ
で
テ
ィ

l
ラ
ッ
ク
と
類
似
し
た
議
論
を
展

開
し
、

へ
l
デ
マ
ン
を
激
し
く
批
判
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
各
委
員
会
で
の
仕
事
は
十
分
進
捗
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
委
員
会
が

そ
れ
を
統
合
す
る
任
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
彼
は
他
方
で
は
拙
速
主
義
を
廃
し
、
仕
事
の
遅
れ
て
い
る
の
は
却
っ

て
幸
運
だ
と
述
べ
て
い
る
。

へ
l
デ
マ
ン
は
こ
の
批
判
に
屈
せ
ず
、

委
員
長
と
し
て
の
自
己
の
能
力
を
示
す
た
め
、

四
二
年
末
に
レ
l
マ
ン

(
C
r
5
2
2
)、

ル
ト
(
盟
各
町
立
)
と
と
も
に
、
民
族
法
典
の
基
本
原
則
と
第
一
一
編
の
草
案
を
注
釈
付
き
で
公
表
し
た
(
内
容
後
述
)
。

ジ

l
ベ

一
九
四
三
年
の
は
じ
め
テ
ィ

l
ラ
ッ
ク
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
雑
誌
に
「
立
法
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
戦
争
課
題
」
と
題
す
る
諭

説
を
発
表
し
、
民
族
法
典
草
案
の
意
義
は
認
め
る
も
の
の
、

し
も
の
へ

l
デ
マ
ン
も
、
そ
れ
以
上
の
希
望
を
持
つ
こ
と
を
断
念
し
た
。

い
ま
は
立
法
の
時
期
で
は
な
く
、
司
法
改
革
の
方
が
優
先
す
る
と
述
べ
た
。
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向
年
開
か
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
の
第
一

O
四
年
次
総
会
に
お
い
て
も
、
何
等
進
展
は
な
か
っ
た
。
翌
四
四
年
夏
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
回

へ
l
デ
マ
ン
は
、
戦
後
の
再
聞
を
期
し
て
、
仕
事
の
停
止
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

状
の
中
で
、

ナチス民族法典の性格

(

1

)

以
下
本
文
は
国

2
5ロ
E
z
o♂
ω・白・
0
・
(
本
稿
山
一
一
頁
注

2
参
照
〉

ω-M81N4国
(
以
下
、
著
者
名
の
み
で
引
用
)
の
要
約
で
あ
る
。

(
2
)
ハ
ツ
テ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
出
色
。
自
由
ロ

P
ロ
g
r
E門間市己目
ny白
河

R
E
Zロ
ι
己
ぽ
ロ

2
5
N
m
F
H自
由
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の

講
演
に
つ
い
て
は
広
渡
「

J
-
w
-
へ
l
デ
マ
ン
と
ナ
チ
ス
弘
法
学
」
社
会
科
学
研
究
三
五
巻
六
号
六
四
頁
以
下
(
一
九
八
四
年
)
参
照
。

ハ
3
)

両
者
に
つ
き
、
広
波
「
二
人
の
ρ

イ
ン
リ
ヅ
ヒ
」
前
掲
参
照
。

(

4

)

ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
に
つ
い
て
も
、
か
ん
た
ん
な
が
ら
、
広
渡
「
二
人
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
」
前
掲
九
四
頁
以
下
参
照
。

(
5
)
ω
n
r
B
E
W
H州
CEm}向田己
Dロ
D
L
2
2
0〈
o-r吋

d
r
R
牛
目
。
〉
巨
間
関
与
。
ロ
ロ
仏

F
F
F
O
L
m
p
H
Y
O己
己
問
。
ロ
の

2
2
N開
。
ゲ
=
ロ

m
w
U
2
2口
}
お
し
『

Z同
一
三
問
中

N
a
z口
問
邑

8
・
S
2
4

こ
の
提
案
は
民
族
法
典
の
「
基
本
原
則
」
と
し
て
実
現
し
た
。

(

6

)

広
波
「
二
人
の
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
」
前
掲
八
六
頁
以
下
お
よ
び
一

O
八
頁
以
下
参
照
ゅ

(

7

)

舟
橋
諒
一
訳
著
『
民
法
典
と
の
訣
別
』
(
福
岡
大
坪
惇
信
堂
、
一
九
四
四
年
)
参
照
。

(

8

)

忌
g
-開
w
w
z
o
E
E
C
宏明

HU門戸〈
2
5ロゲ
F
Z
g
-
本
書
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
光
俊
『
ナ
チ
ス
民
法
学
の
精
神
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
四
二
年
)
五
七
頁

以
下
参
照
。

(

9

)

ち
な
み
に
、
婚
娘
法
制
定
に
さ
い
し
、
ア
カ
デ
、
、
、

l
の
側
は
純
粋
な
破
綻
主
義
の
採
用
を
主
張
し
た
が
、
結
果
的
に
は
有
責
主
義
と
破
綻
主
義
の
折
衷
と

な
っ
た
(
ナ
チ
ス
離
婚
法
に
つ
き
、
五
十
嵐
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
離
婚
原
因
の
変
遷
」
比
較
法
研
究
三
号
四
二
頁
以
下
(
一
九
五
一
年
)
参
照
)
。
こ
れ
に

対
し
、
遺
言
法
制
定
に
さ
い
し
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
協
力
は
よ
り
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
国
主
芯
ロ
『
同

5
♂

ω
-
N
S・

(
日
)
出
血
丹
芯
ロ

E
5
3
ω
-
N
8・

(
日
)
当
初
の
委
員
会
の
名
称
と
委
員
長
は
以
下
の
ご
と
し
。
-
般
契
約
法
(
出

2nr)、
損
害
賠
償

(zeMMOE4)、
債
務
法

p
o
r
s
gロ
)
、
他
人
の
た
め
の

活
動
に
つ
い
て
の
法

(
Z
F四
国
円
「
)
、
動
産
法

(
ω
n
r
B
E
?
E
5
1
2
)、
土
地
法
(
匂
乙
問
。
三
品
開
。
宍
抵
当
・
土
地
債
務
法
「
盲
目
。

B
4
2
)、
夫
婦
財
産
法

一回

c
o
r
s
R
)、
相
続
法
(
戸
白
出
問
。
)
、
民
主
件
。
ロ

r
E
M
2・
ω-N吋
H『
・
た
だ
し
、
そ
の
後
改
組
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
ロ
)
出
色

0
5
5
P
M
W
2
5
Z
(本
稀
凶
-
一
頁
注

2
参
照
)
が
そ
れ
。
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説

(
臼
)
ハ
ツ
テ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
フ
ン
ゲ
の
論
文
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
総
裁
の
交
替
の
機
会
に
、
主
委
員
会
の
委
員
長
の
地
伏
を
奪
凶
寸
ゐ
た
め
に
九

か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
恒
三
芯
ロ
}
5
5♂

ω・
凶
討
戸
な
お
こ
の
論
文
は
広
渡
氏
に
よ
っ
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
同
氏
は
本
命
文
を
主
と
し
て

干

I
ル
学
派
を
批
判
し
、
日
フ
ン
ゲ
の
立
場
の
転
化
を
示
す
も
の
と
と
捉
え
て
い
る
。
広
渡
「
二
人
の
ハ
イ
ン
リ

γ
ヒ
」
前
掲
一
一

O
京
以
下
参
照
。

(

M

)

阿

W24〈
Z
吋
同
(
本
」
制
凶
一
一
五
注
2
参
照
)
が
そ
れ
。

論

民
族
法
典
の
構
成
と
問
題
点

{
1〉

こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
一
九
四

O
年
一
一
月
の
第
七
回
ア
カ
デ
ミ
ー
年
次
総
会
に
お
け
る
へ

l
デ
マ
ン
の
報
告
に
従
っ
て
、
民
族
法
典
の

全
体
的
構
想
と
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
い (1) 付

日

標

イ
デ
!
と
枠

へ
l
デ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
族
法
典
は
ナ
チ
ス
の
法
イ
デ
ー
の
定
着
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

こ
と
ば
と
し
て
も
、
私
法
典
、
民
法
典
の
代
わ
り
に
、
民
族
法
典
と
い
う
美
し
い
名
前
が
選
ば
れ
た
。

し
か
し
、
法
典
の
内
容
が
民

族
構
成
員
の
私
的
領
域
に
限
定
さ
れ
る
の
は
止
む
を
え
な
い
、
と
さ
れ
る
。

∞

当

初

民

族

法

典

は

、

①

民

族

構

成

員

三

。

-rmmggm)
の
法
的
地
位
、
②
家
族
、
③
相
続
法
、
④
契
約
・

責
任
秩
序
、
⑤
所
有
と
財
貨
、
@
結
社
法
と
い
う
六
一
制
か
ら
な
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
後
に
は
、
第
五
編
と
第
六
編
の
向
に
労
働
と

企
業
に
つ
い
て
の
二
編
が
独
立
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
構
想
は
司
法
大
臣
テ
ィ

l

ラ
ッ
ク
の
反
対

に
遭
遇
し
た
。

さ
し
あ
た
り
の
構
想

こ
の
構
想
を

B
G
B
に
較
べ
る
と
、
総
則
編
が
解
体
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
第
一
編
と
し
て
残
り
、
他
は
他
編
に
編
入
さ
れ
た
点
と
、
民
商

統
一
法
典
(
さ
ら
に
労
働
編
も
加
わ
る
)
と
さ
れ
る
点
が
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
比
較
法
的
に
見
て
、
民
法
総
則
糊
は
む
じ
ろ
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孤
立
し
て
お
り
、
民
商
統
一
法
典
と
し
て
は
す
で
に
ス
イ
ス
民
法
典
が
あ
り
(
さ
ら
に
四
二
年
に
成
立
す
る
イ
タ
リ
ア
民
法
典
は
労
働
編
を

も
含
む
)
、
上
述
の
民
族
法
典
の
構
想
を
、
と
く
に
ナ
チ
ス
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

現
行
両
民
法
典
と
の
関
係

(3) 

一
九
三
八
年
の
独
瑛
合
併
に
よ
り
、

(
A
B
G
B
)
を
現
行
法
典
と
し
て
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

ナ
チ
ス
第
三
帝
国
は

B
G
B
の
ほ
か
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典

設
者
で
も
あ
る
へ
!
デ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

民
族
法
典
の
制
定
は
法
の
統
一
を
も
意
味
す
る
ο

近
世
私
法
史
学
の
建

A
B
G
B
の
方
が
よ
り
民
族
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
両
者
か
ら
残
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
は
新

精
神
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
個
人
主
義
よ
り
団
体
主
義
へ
、
義
務
観
念
の
強
調
と
な
る
。

し
か
し
他
方
に
お
い

て
、
伝
統
に
対
す
る
畏
怖
の
観
念
も
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
一
編
を
見
る
と
、
以
上
の
点
は
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

な
お
、

へ
l
デ
マ
ン
は
、

つ
づ
い
て
、
戦
時
中
に
法
典
編
纂
を
行
な
う
こ
と
の
意
義
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
肯
定
)
と
か
、
民
族
法
典
に
お

ち
つ
く
ま
で
の
い
き
さ
つ
(
前
述
)

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

(1) 凸

仕
事
の
方
法

ナチス民族法典の性格

B
G
B
の
使
用
言
語
が
専
門
的
技
術
的
す
ぎ
る
と
い
う
点
に
対
し
多
く
の
批
判
が
あ
り
、
民
族
法
政
ハ
で
は
民
衆
的
な
こ
と
ば

が
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
正
確
さ
も
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
結
論
と
し
て
、
法
律
は
暖
か
く
し
、
読
者
の
関

心
を
呼
び
さ
ま
す
だ
け
で
は
な
く
、
何
が
法
で
あ
る
か
を
決
定
し
、
最
大
の
用
意
周
到
さ
と
専
門
的
能
力
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
地
盤
の
上

で
そ
れ
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
る
。

一三諮山

こ
と
ば
の
民
衆
性
と
専
門
性
と
の
調
和
に
つ
い
て
苦
心
の
あ
と
が
よ
く
う
か
が
え
る
。

基
本
原
則
と
第
一
編
の
草
案
を
見
る
か
ぎ
り
、

か
し
、
先
へ
進
ん
だ
場
合
に
は
、
民
衆
性
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
、

へ
l
デ
マ
ン
は
こ
こ
で
見
透
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し、

て (2)
L 、
る 範
囲

こ
の
占
山
に
つ
い
て
は
、

へ
i
デ
マ
ン
は
民
族
法
典
の
範
囲
の
拡
大
の
必
然
性
は
認
め
る
も
の
の
、
あ
え
て
限
定
が
必
要
と
説

し
か
し
、
草
案
第
一
一
樹
を
見
る
と
、

B
G
B
で
は
約
三
一

O
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
領
域
が
早
く
も
八

O
条
に
及
ん
で
お
り
、
こ し
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説':?t込
長岡

の
公
約
は
実
現
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

制
民
族
法
典
の
様
式
上
の
特
色
は
冒
頭
に
「
基
本
原
則
」
を
規
定
し
た
点
に
あ
る
。

則
」
、
「
法
適
用
と
法
形
成
」
、
「
民
族
法
典
の
適
用
範
囲
」
に
関
す
る
一
一
五
カ
条
の
条
文
か
ら
な
る
。
こ
れ
は
従
来
の
総
則
と
も
前
文
と
も
、

は
た
ま
た
一
般
条
項
と
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
と
評
価
に
つ
い
て
は
、
広
渡
氏
の
論
文
に
譲
り
た
い
v
。

4
4
 

基
本
原
則

そ
れ
は
、

「
民
族
共
同
生
活
の
諸
原

全
体
の
調
和

民
族
法
典
の
編
纂
は
委
員
会
ご
と
に
独
立
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
と
く
に
全
体
と
の
調
和
が
必
要
で
あ
る
。

同
日

仕

事

の

現

状

こ
こ
で
へ
l
デ
マ
ン
は
編
纂
作
業
の
現
状
と
問
題
点
に
つ
い
て
、

か
な
り
詳
細
に
リ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
は
結
局
草
案
と
し

て
も
陽
の
目
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
民
族
法
典
の
性
格
を
知
る
に
は
重
要
な
点
が
多
い
。
そ
こ
で
、
私
自
身
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な

が
ら
や
や
詳
細
に
紹
介
し
た
い
。

旬

iω

第
一
一
編
は
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
官
頭
に
民
族
構
成
員
の
民
族
共
同
体
に
お
け
る
法
的
地
位
に
つ
い
て
規
定
し
た
。
そ

の
他
、
名
誉
の
保
護
に
つ
き
詳
細
な
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
未
成
年
者
の
能
力
の
区
分
け
を
新
し
く
し
た
(
詳
細
後
述
〉
。

新
た
な
も
の
へ
の
転
回

こ
こ
で
は
、
各
編
(
と
い
っ
て
も
五
編
ま
で
)
ご
と
に
主
な
改
正
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

人
法

家
族

ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
、

妻
は
基
本
的
に
家
事
育
児
に
従
事
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、

夫
婦
財
産
法
の
委
員

会
で
は
、
女
性
の
地
位
の
変
化
に
伴
い
、

B
G
B
の
制
度
は
維
持
さ
れ
ず
、
妻
の
職
業
活
動
の
自
由
と
夫
の
収
入
へ
の
参
与
を
高
め
る
方
向

で
の
改
正
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

出
相
続
法
こ
こ
で
は
法
定
相
続
人
の
範
囲
の
制
限
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

た
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
も
現
在
も
批
判
の
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

V
 

B
G
B
、
が
法
定
相
続
人
の
範
聞
の
範
囲
を
限
定
し
な
か
っ

西
ド
イ
ツ
で
は
現
在
で
も
改
正
が
実
現
を
み
な
い
竺

所
有
権

全
体
と
し
て
、
義
務
・
団
体
被
拘
束
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
、
所
有
権
留
保
の
濫
用
に
対
す
る
制
限
規
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定
の
新
設
が
予
定
さ
れ
た
ほ
か
、
と
く
に
土
地
法
に
つ
い
て
ど
う
規
定
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

付

契

約

類

型

二

O
を
超
え
る
B
G
B
の
典
型
契
約
の
う
ち
、
組
合
と
共
同
関
係

(
0
3
5
5
2
Z
Z
は
第
六
編
に
、
家
屋
賃
貸
借
は

土
地
法
に
編
入
し
、
残
り
を
、
①
財
貨
の
譲
渡
(
売
買
な
ど
)
、
@
財
貨
の
占
有
移
転
(
使
用
貸
借
な
ど
)
、
@
他
人
の
た
め
の
活
動
、
④
金

銭
お
よ
び
信
用
供
与
行
為
、
と
い
う
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
と
く
に
@
が
特
筆
さ
れ
、
そ
れ

は
さ
ら
に
多
く
の
類
型
(
請
負
、
事
務
処
理
、
仲
立
な
ど
)
に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
類
型
の
立
法
化
は
、
現
在
西
ド
イ
ツ
に

お
け
る
債
権
法
の
改
訂
作
業
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
。

V
 

損
害
賠
償
法

こ
の
分
野
で
は
、
す
で
に
四

O
年
に
小
委
員
会
の
第
一
次
作
業
報
告
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
へ

l
デ
マ

ン
は
と
く
に
衡
平
責
任
の
拡
大
と
危
険
責
任
の
規
定
の
挿
入
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
特
別
法
の
諸
規
定
を
民
族
法

典
に
統
合
す
る
ほ
か
、
さ
ら
に
危
険
責
任
に
つ
い
て
の
一
般
条
項
の
提
案
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
第
二
次
大
戦
後
の
論
争
の
先
取
り
を
意

味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

円

Aω
従
来
の
経
験
の
結
実
従
来
の
判
例
法
の
成
果
を
と
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
具
体
例
と
し
て
、
契
約
法
の
部
門
で
は
、
事
情

変
更
の
原
則
、
裁
判
官
に
よ
る
契
約
救
助
、
方
式
違
反
の
契
約
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
の
規
定
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
戦
後
立
法
化
を
め
ぐ
り
議
論
が
な
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

ω
簡
易
化
へ
の
努
力
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
わ
が
国
で
モ
デ
ル
と
さ
れ
た

B
G
B
の
抵
当
権
法
は
、
も
っ
と
簡
易
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
所
有
者
抵
当
は
順
位
の
留
保
で
足
り
る
と
さ
れ
た
ほ
か
、
夫
婦
財
産
制
や
所
有
者
・
占
有
者
の
保
護
の
規
定
な
ど
の
簡
素
化
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。

ナチス民族法典の性格

精
神
的
諸
特
徴

へ
l
デ
マ
ン
は
民
族
法
典
の
精
神
的
特
徴
と
し
て
以
下
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。

新
た
な
基
準
の
適
用

ま
ず
未
成
年
の
区
分
け
が
こ
の
例
と
さ
れ
る
(
後
述
)
。

北法36(1-2・419)419

つ
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に
、

自
筆
証
書
遺
言
の
要
件
の
緩
和
が
あ
げ



説

ら
れ
る
ο

す
で
に
一
九
三
八
年
遺
言
法
は
、

に
な
ら
い
、
自
筆
証
書
遺
言
に
お
け
る
日
付
と
場
所
の
記

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
(
丘
七
八
条
)

裁
は
、

「
お
す
す
め
し
た
い
が
(
門
出
忌
ロ
Z
、

へ
l
デ
マ
ン
は
こ
の
規
定
を
新
し
い
基
準

必
要
で
は
な
い
」
と
規
定
し
た
(
一
二
条
二
項
)
。

の
適
用
例
と
解
し
、
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。

Z三人

E筒

「
良
俗
」
概
念
に
つ
い
て
、
す
で
に
損
害
賠

(
人
間
性
と
訓
戒
の
こ
と
ば
)

第
三
に
、

償
法
小
委
員
会
で
は
国
民
の
誤
解
を
招
く
と
し
、
代
わ
り
に
「
民
族
的
共
同
生
活
の
承
認
さ
れ
た
原
則
に
対
す
る
重
大
な
違
反
」
と
い
う
公

へ
l
デ
マ
ン
は
こ
れ
を
契
約
の
基
準
と
し
て
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は

式
の
使
用
を
提
案
し
て
い
る
が
、

ナ
チ
ス
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
一
例
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

v
 

進
の
た
め
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
抽
象
的
な
こ
と
ば
が
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

問

批

判

点

へ

l
デ
マ
ン
は
こ
こ
で
民
族
法
典
の
編
纂
の
過
程
で
意
見
の
分
か
れ
た
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
法
律
構
成
に
関

す
る
も
の
と
民
族
感
情
に
関
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
。

法
生
活
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

法
典
編
纂
は
往
々
に
し
て
後
向
き
と
な
り
が
ち
だ
が
、
民
族
法
典
に
お
い
て
は
民
族
の
法
生
活
の
前

法
律
構
成
上
の
問
題
点

た
と
え
ば
、
遺
産
債
務
に
対
す
る
相
続
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
二
つ
の
草
案
が
作
ら
れ
た
。

つ
ぎ
に
、
法

人
の
性
格
に
つ
い
て
、

プ
ラ
ン
ト
(
切

E
ロ
含
)

り
論
文
が
新

ナ
チ
ス
の
下
で
も
問
題
、
が
生
じ
た
。

さ
ら
に
、

物
権
変
動
の
問
題
に
つ
い
て
、

た
な
波
紋
を
生
じ
さ
せ
た
。

こ
の
方
が
よ
り
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
人
格
制
奪
制
度
(
後
述
)
が
再
検
討
に
値
す
る
。

ω
民
族
感
情
に
関
す
る
問
題
点

つ
ぎ
に
、
配
偶
者
相
続
権
に
つ
い
て
、
生
涯
の
用
益
権
と
す
べ
き
か
、
処
分
可
能
の
資
本
持
分
と
す
べ
き
か
。
さ
ら
に
、
私
生
子
の
法
的
地

位
の
問
題
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
土
地
法
か
ら
例
を
と
る
と
、
工
業
と
農
業
の
対
立
の
一
こ
ま
と
し
て
の
大
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン

の
あ
っ
か
い
を
め
ぐ
っ
て
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
契
約
の
世
界
で
は
、
相
手
方
よ
り
認
識
し
え
な
い
精
神
病
者
の
締
結
し
た
契

約
の
効
力
に
つ
い
て
、
一
応
法
案
は
用
意
し
て
あ
る
が
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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以
上
で
論
ぜ
ら
れ
た
問
題
の
多
く
も
、
戦
後
改
正
の
対
象
と
な
っ
た
。

全
体
的
印
象

さ
い
ご
に
、

へ
i
デ
マ
ン
は
民
族
法
典
の
全
体
的
印
象
に
つ
い
て
語
っ
て
、
報
告
を
閉
、
ち
た
。

凶

そ

れ

は

抽

象

的

な

美

辞
麗
句
を
つ
ら
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
帝
国
は
そ
れ
を
代
表
す
る
法
典
を
も
っ
た
と
し
、
民
族
法
典
の
目
ざ
す
価
値
と
し
て
、

①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
の
調
整
、
②
四
散
し
た
素
材
の
確
間
た
る
集
結
、
@
時
代
の
変
遷
に
対
す
る
自
覚
的
な
独
自
性
、
④
数
百
万
の

ド
イ
ツ
人
の
結
合
、
を
あ
げ
て
い
る
。

以
上
が
へ

l
デ
マ
ン
の
報
告
の
大
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
、
へ

l
デ
マ
ン
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
の
多
く
は
民
族
法
典
の

名
の
下
に
、
け
っ
し
て
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
二

O
世
紀
の
中
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
法
典
作
り
を
目

ざ
し
た
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
は
構
想
の
段
階
で
挫
折
し
た
の
で
、
と
も
か
く
も
草
案
の
形
で
公
表
さ
れ
た
第

一
編
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
印
象
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

ナチス民族法典の性格

(
1
)
Z
O門Z
S白ロ
p
u
g
〈
C
F
m悶
22Nσ
ロ口
}MLO門
口
E
Z口
r
o
p
巴
ロ
回
q
r
z
w
g戸
(
以
下
、
出
。
ι
2ロ
R
M
P

∞2
F
n
Z
と
し
て
引
胤
)
。

(

2

)

国

O
L
O
B白ロ
P

∞R
W
Z
-
ω
・
町
民
・

(
3
〉
出
O
L
O
B凶
口
口
切
り
回
国
〈
o-rω
開

2
2
N
V
E
n
F
同]回明己ロ
L出
B
目
白
円
。
円
。
-zo巴門
ω口
FOロ
H
N
2
v
z
r
r
oロ
p
z
h
H
N
(
以
下
、
問
。
L
O
B
E
E
-
町ロロ
LEHHO口
同
と

し
て
引
用
)
、

ω・
M
M
同・

(
4
)
Z
E
0
5
ω
ロ
P
切

2
F
n
z
u
ω
-
H
O
E
-

(

5

)

出

E
O
B白ロ
P
ω
2
r
r
p
ω
-
N
∞-

(

6

)

広
波
「
転
換
」
五
二
頁
以
下
参
照
。

(
7
〉

E
E
0
5
2
P
∞
官
w
z
w
ω
・
3
u
Hりロロ
E
B
E
F
ω
-
H
m
R
剰
余
共
同
制
の
採
用
ま
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
五
七
年
男
女
同
航
訟
の
線
(
男
女

同
権
の
点
で
不
徹
底
で
あ
っ
た
)
と
ほ
ぼ
共
通
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

(

8

)

東
ト
イ
ヅ
民
法
典
(
一
九
七
五
年
)
で
は
法
定
相
続
人
は
第
三
順
位
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
時
代
の
提
案
も
同
様
で
あ
る
。
山
田
及
「
ト
イ
ツ
民
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説

主
共
和
国
法
概
説
下
」
(
京
大
山
阪
会
、
一
九
八
二
年
)
一
一
二
三
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
E
O
L
O
B
S
F
∞
q
u
r
r
ω
・
8
円
こ
れ
は
一
九
三
七
年
の
レ

1

7
ン
の
立
法
提
案
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
提
案
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
茂
吉

「
ド
イ
ツ
の
『
伝
用
担
保
法
草
案
』
」
法
協
五
七
巻
五
号
六
号
(
一
九
三
九
年
)
お
よ
び
米
倉
明
「
流
通
過
程
に
お
け
る
所
有
総
留
保
」
法
協
八
二
巻
-
一
号
二

六
一
一
氏
以
下
(
一
九
六
六
年
)
参
照
。
所
有
権
留
保
規
制
問
題
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
で
の
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
立
法
は
実
現
し
て
い
な

い
。
米
合
前
掲
論
文
(
法
協
八
一
巻
五
号
、
八
二
巻
一
号
一
豆
す
〉
参
加
問
。

(
叩
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
九
州

O
年
に
公
淡
々
己
れ
た

z
p
u
n
r
の
提
案
が
、
債
権
法
改
訂
の
鑑
定
書
の
な
か
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
当

4
5
5
4〈
Rrz

5
2
5旬、

E
u
の
三
宮
町
昨
g
E
E
〈ミ
ω品目出向。

N
Z
H
d
z
g
Hゲ
E
P
E
m
号回

ω円
匡
【
凶

g
n
z
p
回
牛

-
F
問
。

Z

E
∞Yω-HHωC
同
(
消
極
的
汗
価
)

U

ζ
E
o
F
r
u
g仲間
o
r
-
5
0
0
0
2
E
Z
Z
E吋
m
g開
L
E・o-ω
・
5
0・
後
者
に
つ
い
て
は
、
新
井
誠
「
ト
イ
ツ
財
産
管
理
制
度
の
一
断
面
|

Iム
シ

1

ラ
ク
の
立
法
的
提
言
を
検
討
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
」
国
学
院
法
学
二
一
巻
三
号
(
一
九
八
三
年
〉
参
照
。

(
孔

)
Z
G円
高
丘
四
日

J
C
E
E同門国間
g
L
R
H耐
え
。
円
百
円
円
四
回
∞
ロ

E
ι
2
2回目円
N
Bロ
吉
田
ゆ
宮
出
口
各
自
己
・
∞

R
-
Z
E
8・
木
設
に
い
っ
て
は
、
刊
行
当
時
の

紹
介
と
し
て
、
川
ぬ
武
立
「
ナ
チ
の
不
法
行
為
法
改
正
論
」
法
協
五
九
巻
山
号
(
一
九
四
一
年
〉
参
照
。
「
要
す
る
に
ナ
チ
の
こ
の
改
正
案
は
我
々
に
目
新

し
い
殆
と
何
物
を
も
含
ん
で
い
な
い
。
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
評
価
で
あ
る
。
六
二
五
頁
。

(
臼
)
民
主
σ
吉
田
口

P
ロ
R
W
E
-
∞・

ιN-
明
ロ
ロ
仏
国
ー
目
。
ロ
♂

ω
-
E
H
H・
一
般
条
項
案
は
後
者
に
見
ら
れ
る
。

ω'N0・

「
①
生
活
経
験
に
よ
れ
ば
他
人
に
対
し
特
有
の
危
険
を
も
た
ら
す
企
業
を
運
営
す
る
者
は
、
特
別
規
定
の
存
在
し
な
い
場
介
で
も
、
こ
の
危
険
の
結
果
と

し
て
生
じ
た
人
的
お
よ
び
物
的
損
害
に
対
し
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
企
業
運
営
者
は
不
可
抗
力
に
対
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

③
責
任
は
、
被
害
者
お
よ
び
責
任
を
品
川
う
べ
き
者
の
利
害
な
ら
び
に
経
済
全
体
を
考
慮
し
て
適
当
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

(
日
)
債
権
法
改
訂
に
関
し
危
険
交
任
に
つ
い
て
鑑
定
書
を
書
い
た
同
O
R
も
、
一
般
条
項
の
先
駆
者
と
し
て
、

Z
G宮
丘
高
官
-m・o-
∞
-
H
N
E
-
H
S
を
あ

げ
て
い
る
。
同

α
F
の
め
問
答

E
Z口問
ω
r
r
Eロ
m
w
C
E
R
E
S
E
-
ぐ

O岡
田
ロ
乞
担
問

P
F
ω
・
口
∞
印
・
た
だ
し
、
ニ
ツ
パ

1
ダ
イ
編
集
の
前
橋
、
書
は
、
危
険

責
任
の
郎
分
を
合
ん
で
い
な
い
。
な
お
戦
後
の
問
題
状
況
に
つ
ま
、
五
十
風
清
「
}
イ
ッ
に
お
げ
る
不
法
行
為
法
の
発
出
版
|
|
危
険
責
任
を
中
心
に
」
鈴
木

坦
阿
弥
ほ
か
編
『
概
観
ド
イ
ツ
法
』
(
京
大
出
版
会
、
一
九
七
一
年
〉
所
収
参
照
。

〈

M
)

こ
の
う
ち
、
事
情
変
更
の
原
則
に
関
す
る
立
法
提
案
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
の
個
人
的
関
心
も
あ
る
の
で
、
訳
出
す
る
。
出

E
O
B
S
F
回

2
r
z
-
ω
・
8
・

「
契
約
締
紡
に
さ
い
し
伏
務
者
に
と
り
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
諸
事
情
の
完
全
な
変
更
に
よ
っ
て
、
契
約
の
股
行
が
も
は
や
期
待
可
能
で
な
く

芸ム
民間
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な
っ
た
と
き
は
、
債
務
者
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
は
相
当
な
補
償
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
解
除
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
主
る
。
」

比
較
的
大
ざ
っ
ぱ
な
規
定
で
あ
る
。
な
お
契
約
救
助
を
ふ
く
め
、
戦
後
の
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
『
契
約
と
事
情
変
更
』
(
有
斐
閥
、
一
九
六
九

年
)
一
二

O
頁
以
下
参
照
。

方
式
違
反
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
で
は
契
約
締
結
上
の
過
失
の
一
場
合
と
し
て
、
判
例
に
よ
り
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
立
法
提
案
は
、
「
契
約
の

締
結
に
さ
い
し
、
そ
の
要
式
性
を
知
り
、
か
つ
要
式
性
に
つ
い
て
相
手
方
に
指
示
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
責
の
あ
る
者
は
、
そ
れ
よ
り
生
ず
る
損
害
を
賠
償

す
る
義
務
が
あ
る
云
々
」
と
さ
れ
て
い
た
。
出
色
。
自
白
ロ
P
回
R
E
F
ω
・
食
-
最
近
の
メ
デ
ィ
ク
ス
(
宮

E
r
E
)
の
立
法
提
案
に
つ
い
て
は
、
今
回
康

¥
1ノ

人
「
ド
イ
ツ
債
権
法

l
l仮
訳
と
解
説
mm
」
法
時
五
六
巻
凹
号
一
五

O
頁
(
一
九
八
四
年
)
参
照
。

/-t
、

(
日
)
同
色
。

B
m
g
p
H凶
R
r
z・
ω-KH印
・
な
お
こ
の
規
定
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
残
っ
た
が
、
西
ド
イ
ツ
で
は
一
九
五
三
年
遺
言
法
の
規
定
を

B
G
B
に
再
統
合

し
た
さ
い
廃
止
さ
れ
、
専
門
的
用
語
に
代
え
ら
れ
た
(
民
法
一
一
二
間
七
条
二
項
五
項
〉
。
東
ト
イ
ツ
民
法
三
八
五
条
も
同
目
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
民
法
五
七
八
条
は
背
の
ま
ま
の
文
一
言
を
維
持
。

(
日
出

)
Z
S句。可
L
4・同・同・
0
・
ω
-
b
F
g
a
E
O
L
o
g
S
F
回。門戸口

-
F
ω
e
k民間・

(
げ
)
出

OLOSEgw
∞R
r
z
u
ω
・品目
1
印。・

(
叩
叫

)
E
E
。5
2
p
p
w江
口

E
w
ω
-
g
i
g
-

四

第
一
編
の
内
容
と
特
色

ナチス民族法典の性格

民
族
法
典
第
一
編
の
基
本
的
構
造

付民
族
法
典
草
案
第
一
一
編
は
「
民
族
構
成
員
」
と
題
さ
れ
、
内
容
は
、
「
民
族
構
成
員
の
人
格
」
、

「
年
令
段
階
お
よ
び
成
年
」
、

「
民
族
構
成

員
の
法
的
地
位
の
剥
奪
」
、
「
住
所
お
よ
び
居
所
」
、
「
死
亡
お
よ
び
死
亡
宣
告
」
と
い
う
五
章
か
ら
な
る
。

と
め
て
冒
頭
に
規
定
す
る
の
は
、
す
で
に
ス
イ
ス
民
法
典
に
先
例
が
あ
り
(
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
法
人
も
含
ま
れ
る
)
、
も
っ
と
遡
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
「
人
法
」

の
部
分
を
ま

イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
テ
ィ
オ
!
ネ
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
復
活
で
も
あ
る
。

し
か
し
民
族
法
典
第
一
編
は
、

抽
象
的
な
「
人
」
や
「
市
民
」

の
代
わ

北法36(1-2・423)423



~t 

り
に
「
民
族
構
成
員
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し
、
「
権
利
能
力
」
の
代
わ
り
に
、
「
民
族
共
同
体
に
お
け
る
法
的
地
位
」
を
問
題
と
し
、

か
も
民
族
構
成
員
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
広
汎
な
剥
奪
制
度
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と
し
て

理
の
表
明
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
点
に
重
点
を
お
い
て
、
各
章
ご
と
に
考
察
し
た
い
。

「
ナ
チ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
原

論

こ
こ
で
も
ナ
チ
ズ
ム
と
無
関
係
な
規
定
が
数
多
く
採
用

仁)

民
族
構
成
員
の
人
格

第
一
章
は
三
節
か
ら
な
り
、
ま
ず
一
節
で
は
民
族
共
同
体
に
お
け
る
法
的
地
位
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
族
構
成
員
は

共
同
体
に
義
務
を
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
地
位
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
(
一
条
)
、

各
構
成
員
の
な
し
う
る
こ
と
が
具
体

一
定
の
民
事
上
の
義
務
を
負
う
べ
き
こ
と
(
二
一
条
)
、
他
方
、
法
的
地
位
の
侵
害
に
対
す
る

保
護
を
う
け
う
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
〈
四
条
)
。
第
一
章
の
注
釈
者
レ

1
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

B
G
B
の
総
則
編
の
権
利
詑
力
等
の
概

念
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
血
が
通
わ
ぬ
こ
と
、
人
格
権
に
つ
い
て
は
規
定
が
貧
弱
な
こ
と
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
。
草
案
は
全
体
と
し

例
を
あ
げ
て
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
(
二
条
)
、

て
義
務
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

人
格
権
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
は
二
節
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
一
般
的
人
格
権
は

個
人
の
法
的
地
位
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
権
利
と
義
務
の
結
合
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
理
由
で
、
規
定
さ
れ
な
し
か

し
か
し
、
第
四
条
で
「
名
誉
、
自
由
、
労
働
力
、
生
命
、
健
康
:
:
:
に
対
す
る
侵
害
」
、
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、

も
こ
れ
ら
の
個
別
的
人
格
権
は
制
限
列
挙
で
は
な
く
、
将
来
の
発
展
の
余
地
を
残
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ミ
つ
こ
。

カ

7
ニ
・
三
節
は
個
別
的
人
格
権
の
保
護
を
規
定
す
る
。
う
ち
二
節
は
「
名
誉
と
労
働
力
」
、
三
節
は
「
氏
名
、
肖
像
、
個
人
生
活
」
を
保
護

し
、
合
計
一
九
条
の
規
定
か
ら
な
る
。

B
G
B
は
氏
名
権
に
つ
い
て
一
カ
条
の
規
定
を
有
す
る
だ
け
な
の
で
、
飛
躍
的
な
強
化
ぷ
企
て
ら
れ

ま
ず
名
誉
段
損
に
つ
い
て
に
つ
い
て
は
、
「
死
者
の
思
い
出
は
そ
の
遺
族
に
よ
り
侵
害
者
に
対
し
守
ら
れ
う
る
」
と
さ
れ
(
五
条

二
項
)
、
死
者
の
名
誉
致
損
を
認
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
名
誉
の
回
復
手
段
は
裁
判
官
の
判
決
に
よ
る
が
(
六
条
て
そ
れ
は
、
違
法
性

て
い
る
。

し
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の
確
認
、
名
誉
盟
損
行
為
の
取
消
、
判
決
の
公
表
(
二
項
)
、
差
止
(
コ
一
項
)
、

財
産
的
損
害
の
賠
償
(
四
項
)
の
ほ
か
、

「
重
大
な
場
合
に

は
、
裁
判
官
は
、
侵
害
者
に
対
し
衡
平
な
賠
償
と
し
て
被
害
者
の
人
的
致
損
に
つ
い
て
も
ま
た
調
整
金
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
五
項
)

こ
と
か
ら
な
る
。
さ
い
ご
の
慰
藷
料
規
定
の
新
設
が

B
G
B
に
対
す
る
「
重
要
な
改
正
」
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

名
誉
盟
損
的
言
論
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、

そ
の
主
張
の
真
実
性
の
挙
証
責
任
を
有
す
る
侵
害
者
が
立
証
に
失
敗
し
た
と
き
は
、
裁
判
官
は

違
法
性
の
代
わ
り
に
主
張
に
「
根
拠
な
き
こ
と
(
民
同

5
0丘
m
w色丹)」

「
著
し
い
進
歩
」
と
解
さ
れ
る
。

の
確
認
を
す
べ
き
で
あ
る
(
七
条
一
項
)
。

こ
れ
も
現
行
法
に
対
す
る

名
誉
致
損
行
為
が
正
当
な
利
益
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
と
き
は
、
刑
法
上
は
可
罰
性
が
阻
却
さ
れ
る
が
、
民
事
上
で
は
被
害
者
の
保

護
が
よ
り
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
草
案
は
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
「
名
誉
虫
損
的
主
張
が
動
機
、
内
容
、
形
式
に
よ
れ
ば

正
当
な
目
的
に
仕
え
る
場
合
に
は
」
裁
判
官
が
侵
害
者
ま
た
は
被
害
者
の
ど
ち
ら
か
に
真
実
性
(
ま
た
は
非
真
実
性
)
に
つ
い
て
の
立
証
責

任
を
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妥
当
な
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
(
八
条
)
。
苦
心
の
作
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
公
益
に
関
し
な
い

事
実
の
真
実
性
が
証
明
さ
れ
て
も
損
害
賠
償
を
負
う
べ
き
も
の
と
さ
れ

私
事
や
過
去
の
で
き
ご
と
を
暴
露
さ
れ
た
場
合
に
は
、

(
九
条
)
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
的
権
利
の
保
護
も
は
か
ら
れ
て
い
る
。
信
用
盟
損

(
B
G
B
八
二
四
条
)

に
つ
い
て
は
、
上
述
の
規
定
で
十
分
で
あ
る
が
、

念
の
た
め
独
立
の
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
(
一

O
条)。

ナチス民族法典の性格

労
働
力
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
「
そ
の
労
働
力
の
保
護
に
値
す
る
活
動
ま
た
は
そ
の
労
働
成
果
の
利
用
に
お
い
て
、
他
人
に
よ
り
権
限
な
く

し
て
侵
害
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
り
収
入
ま
た
は
生
計
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
者
」

は
、
妨
害
排
除
、
損
害
賠
償
ま
た
は
不
作
為
を
求
め
う
る
と

さ
れ
た
(
一
二
条
〉
。

B
G
B
に
は
営
業
権
の
保
護
の
規
定
は
な
く
、

判
例
は
、
施
設
を
有
し
活
動
し
て
い
る
営
業
の
侵
害
だ
け
を
保
護
す

る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
こ
の
規
定
は
営
業
権
の
保
護
を
一
層
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
市
な
有
企
業
家
の
地
位
の
保
護
に
つ

い
て
も
、

不
正
競
業
法
と
の
関
連
に
留
意
し
つ
つ
、
同
様
な
一
般
条
項
が
設
け
ら
れ
た
(
一
三
条
)
。
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説

三
節
で
は
、
氏
名
、
肖
像
、
個
人
生
活
が
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
氏
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
義
(
一
五
条
)
と
か

氏
名
の
変
更
(
一
六
条
)
に
関
す
る
規
定
な
ど
が
お
か
れ
、
本
来
の
氏
名
権
に
つ
い
て
は
一
八
条
以
下
に
規
定
が
あ
る
。

B
G
B
一
二
条
で

は
、
氏
名
使
用
権
が
他
人
に
よ
っ
て
不
当
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
護
さ
れ
た
が
、
民
族
法
典
一
八
条
で
は
、
不
当
に
利
用
さ
れ
た
場
合
に

保
護
さ
れ
、
商
品
名
や
広
告
目
的
で
利
用
さ
れ
た
場
合
に
も
保
護
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
他
人
が
同
一
な
い
し
同
様
な
氏
名
を

E命

使
う
場
合
に
、
区
別
の
標
識
を
付
加
す
る
こ
と
要
求
し
う
る
と
さ
れ
た
ほ
か
(
一
九
条
)
、

以
上
の
保
護
は
、

仮
名
や
紋
章
に
も
及
ぶ
と
さ

れ
た
(
ニ

O
条
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
実
現
を
み
な
か
っ
た
た
め
、

拡
大
を
は
か
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
判
例
は
一
般
的
人
格
権
に
よ
り
氏
名
権
の
保
護
の

肖
像
権
に
つ
い
て
は
、

に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
民
族
法
典

ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
一
九

O
七
年
美
術
著
作
権
法
(
二
二

i
二
四
条
)

は
こ
れ
を
と
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
内
容
的
に
は
大
差
な
い
が
、
判
例
の
認
め
る
演
劇
や
映
画
に
お
け
る
保
護
だ
け
で
な
く
、
文
学
作
品
上

の
保
護
(
モ
デ
ル
小
説
)
も
規
定
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
(
一
二
条
)
。
例
外
規
定
も
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
「
緊
急
な
一
般
的
立
重
要
性
」

の
あ
る
と
き
に
は
同
意
は
不
要
と
す
る
規
定
を
冒
頭
に
か
か
げ
た
(
一
二
一
条
、
濫
用
の
危
険
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
)
。

さ
い
ご
に
、
個
人
生
活
(
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
)

「
な
に
び
と
も
権
限

の
保
護
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。

二
三
条
に
よ
れ
ば
、

な
し
に
民
族
構
成
員
の
手
紙
も
し
く
は
他
の
私
的
文
書
を
公
表
し
た
り
、
そ
の
他
十
分
な
理
由
な
し
に
そ
の
個
人
生
活
を
公
衆
の
面
前
に
さ

ら
し
、
ま
た
は
撮
影
も
し
く
は
不
適
当
な
探
索
に
よ
り
わ
ず
ら
わ
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
さ
れ
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
、
被
害
者
ま
た

〈

9
)

は
そ
の
近
親
者
は
損
害
賠
償
ま
た
は
不
作
為
の
詰
求
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
当
時
の
学
説
・
判
例
に
よ
っ
て
十
分
に
保
護
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
委
員
会
は
「
処
女
地
へ
大
胆
な
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
」
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
委
員
会
で
は
か
か

る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
限
界
も
意
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
十
分
な
理
由
な
し
に
」
侵
害
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
で
は
ボ
ン
基
本
法
一
条
二
条
の
下
で
一
般
的
人
格
権
が
認
め
ら
れ
、
以
上
の
個
別
的
人
格
権
の
多
く
は
判
例

北法36(1-2・426)426



に

よ

っ

て

保

護

さ

れ

て

い

る

。

西

ド

イ

ツ

で

は

ほ

と

ん

ど

無

視

さ

れ

て

い

必
。
私
自
身
も
こ
の
事
実
に
気
付
か
ず
、
戦
後
に
お
け
る
人
格
権
の
高
揚
を
、
基
本
的
に
は
ナ
チ
ス
法
学
に
対
す
る
反
省
の
面
で
捉
え
問
。

い
ま
や
両
者
の
間
の
連
続
性
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
発
展
に
対
し
民
族
法
典
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、

し
か
し
、
年
令
段
階
と
成
年

同第
二
章
は

「
年
令
段
階
お
よ
び
成
年
(
〉
F
2
2
z
rロ
ロ
ロ
仏
冨
口
口
L
K
F
2円
)
」
と
題
さ
れ
、
未
成
年
者
と
禁
治
産
者
の
法
的
地
位
が
ま
と

め
て
規
定
さ
れ
て
い
る
(
合
計
三
一
条
)
。
こ
の
問
題
は
本
来
ナ
チ
ズ
ム
と
関
係
な
く
、

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
か
ん
た
ん
に
す
ま
せ
た
い
。

ま
た
内
容
的
に
い
っ
て
現
行
法
を
そ
れ
ほ
ど
変
更

草
案
は
、
「
権
利
能
力
」
だ
け
で
な
く
、
「
行
為
能
力
」
と
い
う
こ
と
ば
も
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
呂
田
E
-
m
T
X

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
族
構
成
員
は
出
生
よ
り
国
民
学
校
入
学
ま
た
は
満
七
才
ま
で
は

C
ロ
ヨ
岱
ロ
E
m
r
m
X
と

さ
れ
、
従
来
の
完
全
無
能
力
と
同
様
な
地
位
が
認
め
ら
れ
る
〈
二
六
条
)
。
そ
れ
よ
り
成
年
に
達
す
る
か
、
ま
た
は
成
年
宣
告
を
受
け
る
ま

で
が
制
限
未
成
年

(
σ
2
n
r宮
古
凸
宮
口
E
-
m
r
F
)
と
さ
れ
る
(
二
七
条
)
。
完
全
な
成
年

(gz白
豆
位
互
応
『
互
に
達
す
る
の
は
、
従
前

ど
お
り
満
一
一
一
才
で
あ
る
(
二
五
条
一
項
可
制
限
未
成
年
者
の
行
為
能
力
の
範
囲
は
基
本
的
に
は
現
行
法
に
近
い
が
(
二
八
i
一一一一条)、

ま
ず
制
限
未
成
年
者
の
う
ち
国
民
学
校
修
了
者
(
一
五
才
?
)
に
つ
い
て
は
、
労

と
い
う
こ
と
ば
を
採
用
し
た
。

B
G
B
に
く
ら
べ
、
注
目
に
値
す
る
改
正
も
見
ら
れ
る
。

ナチス民族法典の性格

働
生
活
に
入
っ
た
場
合
の
独
立
性
は

B
G
B
(
一
一
一
二
条
)
よ
り
広
く
認
め
ら
れ
(
三
二
条
)
、

ま
た
職
業
の
選
択
な
い
し
変
更
に
さ
い
し
、

法
定
代
理
人
が
合
理
的
理
由
な
し
に
同
意
を
拒
む
場
合
に
は
、

後
見
裁
判
所
が
関
与
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
(
三
四
条
)
。

ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
(
旧
一
四
八
条
)
の
解
決
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ナ
チ
ス
思
想
の
表
れ
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
満
一
八
才

に
達
し
た
未
成
年
者
は
原
則
と
し
て
自
由
に
労
働
関
係
を
創
設
、
遂
行
し
、
賃
銀
を
処
分
で
き
、
こ
れ
に
対
し
、
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合

こ
の
規
定
は
オ

現
行
法
に
く
ら
べ
原
則
と
例
外
が
逆
転
し
た
(
三
五
条
〉
。

こ
れ
は
事
実
上
の
発
展
を
考
慮

に
法
定
代
理
人
に
よ
る
制
限
が
可
能
と
さ
れ
、

北法36(1-2・427)427



説

らし
れた
7こも
(の
三と
六さ
条れ
可るぎ

ま
た
、
同
じ
く
満
一
八
才
に
達
し
独
立
に
企
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
成
年
者
と
同
一
の
地
位
が
認
め

5命

婚
姻
適
令
に
つ
い
て
は
、

女
の
適
令
を
一
八
才
に
ひ
き
あ
げ
た
ほ
か
、

田
町
山
吋
三

B
R
Z
g
d
H
L日
開
の
法
理
を
採
用
し
た
(
一
一
一
七
・
一
二
八

条
)
。
遺
言
能
力
も
一
六
才
よ
り
一
八
才
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
(
三
九
条
)
。
損
害
賠
償
能
力
に
つ
い
て
は
、

限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
民
法
特
有
の
衡
平
責
任
は
負
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
(
四

O
条)。

一
八
才
未
満
の
未
成
年
者
に
制

草
案
第
二
節
は
一
八
才
に
達
し
た
未
成
年
者
に
つ
い
て

B
G
B
(
三
条
以
下
)
同
様
、
成
年
宣
告
の
制
度
を
認
め
た
(
四
一
l
l
四
四
条
)
。

改
正
点
は
成
年
宣
告
の
要
件
を
明
確
化
し
た
こ
と
、
十
分
な
理
由
な
し
に
両
親
が
同
意
を
拒
ん
だ
場
合
に
、
裁
判
官
が
そ
れ
を
代
行
で
き
る

と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
よ
り
注
目
に
値
す
る
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
(
旧
一
七
二
・
一
七
三
条
!
現
一
七
三
条
)
に

な
ら
い
、
満
一
二
才
に
達
し
た
が
、

心
身
の
発
達
の
不
十
分
な
子
に
つ
い
て
、

親
権
の
延
長
を
認
め
た
点
で
あ
る
(
四
五
条
)
。
本
来
な
ら

成
年
後
(
準
)
禁
治
産
の
氏
告
を
す
べ
き
場
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
親
権
延
長
の
方
が
ベ
タ
!
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
未
成
年
者
の
行
為
能
力
に
つ
い
て
の
草
案
の
特
色
は
、
未
成
年
者
、
と
く
に
一
八
才
以
上
の
未
成
年
者
の
独
立
性
を
で

き
る
か
ぎ
り
高
め
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
戦
後
は
東
西
ド
イ
ツ
と
も
成
年
を
一
八
才
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
を
抜
本
的
に

解
決
し
た
。

三
節
は
禁
治
産
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
(
四
六

l
五
四
条
)
。

そ
の
本
質
は
、
刑
罰
的
要
素
を
排
し
、

医
学
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
保

護
措
置
と
解
さ
れ
る
。

現
行
法
に
対
す
る
改
正
点
と
し
て
、

禁
治
産
宣
告
に
お
け
る
裁
判
官
の
自
由
裁
量
の
拡
大

禁
治
産
原
因
の
拡
大
、

(
日
本
流
の
禁
治
産
と
準
禁
治
産
の
区
別
も
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
)
、

禁
治
産
簿
の
導
入
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
大
部
分

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

F
-
z
-
J
、

千
r
や
J

1

L

要
件
の
な
か
に
、
「
民
族
共
同
体
に
お
け
る
任
務
(
義
務
)

の
遂
行
不
能
」

と
か

「
健
全
な
民
族
感
覚
を
著
し
く
侵
害
す
る
方
法
で
」
と
か
い
う
表
現
が
見
ら
れ
、
濫
用
の
お
そ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
n

北法36(1-2・428)428



帥

民
族
構
成
員
の
法
的
地
位
の
剥
奪

第
一
一
樹
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

民
族
構
成
員
の
法
的
地
位
の
剥
奪
の
制
度
で
あ
る
(
第
三
者
十
)
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
事
裁
判

官
に
よ
り
「
名
誉
喪
失
(
巾

Z
F出)
」

の
宣
告
を
う
け
た
民
族
構
成
員
は
、
以
下
の
範
囲
で
、
民
族
共
同
体
に
お
け
る
法
的
地
位
を
失
う
(
五

五
条
)
。
剥
奪
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
一

0
項
目
の
地
位
(
能
力
〉
で
あ
る
(
五
六
条
)
。
①
官
吏
法
に
よ
る
公
職
就
任
、
②
特
別
法
に
よ
る

労
働
・
国
防
奉
仕
、
@
企
業
家
、
経
営
指
導
者
、
農
民
、
編
集
者
な
ど
に
な
る
こ
と
、
@
民
族
構
成
員
の
名
誉
職
、
後
見
人
職
、
遺
言
ま
た

は
他
の
公
証
行
為
の
証
人
と
し
て
の
関
与
、
⑤
婚
姻
締
結
(
す
で
に
婚
姻
中
の
者
は
離
婚
法
の
規
定
に
従
い
離
婚
)
、
@
親
権
の
行
使
、
⑦

遺
言
の
作
成
(
違
法
行
為
後
、
剥
奪
前
に
作
成
さ
れ
た
遺
言
は
無
効
)
、
@
相
続
人
と
な
る
こ
と
、
@
ド
イ
ツ
の
土
地
の
取
得
、
⑮
団
体
・

結
社
に
お
け
る
人
的
権
利
の
行
使
。
以
上
の
よ
う
な
制
限
の
範
囲
外
で
は
、
被
宣
告
者
と
い
え
ど
も
財
産
上
の
取
引
〈
た
と
え
ば
動
産
売
買

刑
事
裁
判
官
は
五
六
条
所
定
の
効
果
-V
二
部
制
限
す
る
と
と
も
、
ま
た
一
定
の

や
消
費
貸
借
)
に
参
与
す
る
能
力
を
有
す
る
(
五
七
条
)
。

期
間
に
限
る
こ
と
も
で
き
る
(
五
八
条
)
。
被
宣
告
者
を
民
族
構
成
員
の
生
活
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、

裁
判
官
は
剥
奪
の
取
消
、
ま
た
は
効
果
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
が
草
案
の
規
定
す
る
民
族
構
成
員
の
法
的
地
位
の
剥
奪
制
度
の
大
要
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
や
ゲ
ル
マ
ン
法
以
来
の
長
い
伝
統
を
有
し
、

ナチス民族法典の性格

へ
!
デ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
制
度
は
民
事
死
の
復

A
B
G
B
に
も
当
初
規
定
が
あ
っ
た
(
一
八
六
七
年
廃
止
)
。
ド

イ
ツ
の
現
行
法
で
は
、
主
と
し
て
公
法
上
に
公
民
権
喪
失
の
規
定
が
あ
る
ほ
か
、
民
法
そ
の
他
特
別
法
上
に
規
定
が
四
散
し
て
い
る
の
で
、

統
合
の
必
要
が
あ
る
。
そ
の
さ
い
刑
法
典
に
規
定
す
べ
き
か
民
族
法
典
に
規
定
す
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
た
が
、
剥
奪
の
効
果

活
で
は
な
い
が
、

を
重
視
し
て
民
族
法
典
が
正
当
な
場
所
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
剥
奪
の
要
件
を
法
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
委
員
会
は
こ

れ
を
裁
判
官
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た

(
濫
用
の
お
そ
れ
に
留
意
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
)
。

剥
奪
の
効
果
に
つ
い

て
は
、
限
界
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
制
限
列
挙
主
義
を
採
用
し
、
そ
れ
以
外
は
白
由
と
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
制
度
の
将
来
は

刑
事

北法36(1-2・429)429



説

{
阻
}

刑
法
が
ど
う
改
正
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

5命

へ
l
デ
マ
ン
は
じ
め
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
、
こ
の
制
度
の
適
用
に
対
し
、
一
定
の
歯
止
め
を
し
よ
う
と
努
め
た
あ
と
は
う
か

し
か
も
そ
の
要
件
を
刑
法
典
な
い
し
刑
事
裁
判
官
の
手
に

が
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
広
範
囲
に
国
民
の
権
利
能
力
を
制
限
し
、

ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
制
度
が
濫
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
し
う
る
。

ハ
ッ
テ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
、
「
こ
の
苛
酷
さ
は
、

〈
印
}

条
文
の
作
成
者
た
ち
に
ま
さ
に
隠
れ
た
反
対
派
と
し
て
の
栄
誉
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。

伺

住

所

と

居

所

第
四
章
は
「
住
所
お
よ
び
居
所
」

に
つ
い
て
規
定
す
る
が
、

こ
の
部
分
は
基
本
的
に
は

B
G
B
と
同
一
で
あ
る
(
六

O
l六
四
条
)
。

員
会
で
議
論
さ
れ
た
の
は
、
住
所
単
数
説
か
複
数
説
か
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
前
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
明
文
化
を
見
送
り
、
実
務
に

(
却
)

期
待
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
た
め
住
所
複
数
説
を
認
め
る

B
G
B
七
条
二
項
は
削
除
さ
れ
た
。

付

死
亡
と
死
亡
宣
告

さ
い
ご
に
、

第
五
章
は
「
死
亡
お
よ
び
死
亡
宣
告
」

死
亡
に
つ
い
て
は

B
G
B
に
は
規
定
が

に
つ
い
て
規
定
す
る
(
六
五
l
八

O
条)。

な
い
が
、
民
族
法
典
で
は
、
死
亡
の
効
果
(
六
五
条
)
と
埋
葬
方
法
(
六
六
条
)
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

紹
介
に
値
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。

死
亡
(
失
綜
)
宣
告
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
九
年
に
特
別
法
が
制
定
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
)
、
委
員
会
は
本
格
的
に
再
検
討
し
、
以
下

三
点
に
わ
た
り
改
正
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
失
綜
に
つ
い
て
の
個
別
的
類
型
を
廃
止
し
、
一
年
よ
り
五
年
ま
で
の
統
一
的
期
聞
を

定
め
た
(
六
九
条
)
。
第
二
に
、
上
記
の
期
間
の
確
定
を
は
じ
め
、
裁
判
官
の
自
由
裁
量
の
余
地
を
拡
大
し
た
。
第
三
に
、
手
続
を
非
訟
事

件
裁
判
官
に
集
中
し
、
申
立
主
義
を
排
し
た
。
な
お
一
九
三
九
年
法
に
あ
る
手
続
規
定
は
、
手
続
法
一
般
に
ゆ
ず
り
廃
止
し
た
。

一
九
五
一
年
失
綜
法
が
現
行
法
で
あ
る
が
、
一
二
九
年
法
に
対
す
る
大
幅
な
改
正
は
見
ら
れ
な
い
。

西
ド
イ
ツ
で
は
、

つ
ま
り
民
族
法
典
は

北法36(1-2・430)430
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そ
の
後
の
失
院
法
の
発
展
に
対
し
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
で
、
具
体
的
な
内
容
の
紹
介
は
省
略
し
た
い
。

以
上
で
第
一
一
編
全
体
の
内
容
の
紹
介
を
終
る
こ
と
と
し
た
い
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
一
編
は
そ
の
基
本
的
構
造
に
お
い
て
ナ
チ

ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
白
と
解
さ
れ
る
が
、
規
定
の
多
く
が
そ
れ
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

護
や
一
八
才
以
上
の
未
成
年
者
の
独
立
性
の
強
化
を
除
く
と
、
戦
後
の
発
展
に
つ
な
が
る
規
定
も
乏
し
い
。
そ
の
理
由
は
、

他
面
、

多
彩
な
人
格
権
の
保

こ
こ
で
と
り
あ

げ
ら
れ
た
制
度
の
多
く
が
、
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
草
案
が
第
一
編
し
か
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
民
族
法
典
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
と
い
え
る
。

ナチス民族法典の性格

(

1

)

広
波
「
転
換
」
五
八
頁
。

(

2

)

以
下
、
も
っ
ぱ
ら
〈
o-r日開
2
2
N
F
M
d
n
y
o
z出品円。問。】ロ
Z
D
L

切口
n
r
F
開
豆
唱
己
ユ
ロ
ロ
牛
肘
ユ
出
口
件
。
E
回開巾
P
ぐ
2
m
o
r伺
円
ぐ
O

ロ
出
足
。

gmHg-

Hhrヨ
出
口
口
口
・

ω-orRF
云
国
ロ
nroロ
ロ
・
切
。
同
日
山
口
出
品
N

(
以
下
、
何
回
H
4
ロ
え
と
し
て
引
用
)
に
よ
る
。
な
お
委
員
会
に
は
、
前
記
三
名
の
ほ
か
、
大
学
教

授
と
し
て
、
の
g
叫
個
別

5
F
区
間
同
旦
出
g
n
F
何
回
門
戸
去
F
n
y
s
-
-
9
F
E
N
d
5
2
n
Z叫
が
加
っ
て
い
た
ほ
か
、
。
g
同
関
口
目
r
g
も
最
初
は
討
議
に

参
加
し
た
。

(
3
〉
H
W

三
宅
=
ぇ
・

ω・品、吋印。・

(
4
〉
肘
ロ
プ
司
口
三
・

ω・印
ω・

(
5
〉
同
山
口
円
当
口
三
・

ω・印由・

(

6

)

何回ヲミ己同町
uω
・日
m
w
i
由一戸・

(
7
)

切
の
Z
N
8・
吋
・
五
十
嵐
清
・
松
田
同
国
土
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私
法
的
保
護
」
戒
能
・
伊
藤
編
『
プ
ラ
イ
ヴ
7
シ

l
研
究
』
(
日
本
評
論
社
、

一
九
六
二
年
〉
一
六
九
頁
参
照
。

(
8
〉
斉
藤
博
『
人
格
権
法
の
研
究
』
(
一
粒
社
、
一
九
七
九
年
)
六
九
頁
以
下
参
照
。

(

9

)

当
時
の
判
例
に
つ
き
、
斉
藤
・
前
掲
八
八
頁
以
下
参
照
。

(
叩
)
肘
ロ
プ
司
=
ぇ
・

ω-m∞『・
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説

(
日
)
凶
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
格
権
に
つ
い
て
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
出
ロ
ゲ
ヨ
白
ロ
P
U
S
F
沼
田
αロ
ロ
n
r
r
2
Z
5
口
Z
-
N
・
〉
z
p
m
o
z
・
。
g
N
H
由
司
斗
の
文

献
目
録
に
は
、
〈
o
-
r
m
m
g
o
H
N
r
E
H
r
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
7
1
プ
マ
ン
ら
通
説
を
批
判
す
る
∞
口
「
君
。
司
《
-
2
2
・
0
2
同
・
2
ω
白
ロ
ロ
司
}
M
E

r
-
z
s
ロ
宮
古
仏
2
号
三
田
口
r
o
ロ
N
i
F
2
Z
E
E
ロ
ロ
口
問
・
切
向
円
-
Z
S
3
・
ω
・
5
N
は
、
民
族
法
胤
〈
を
引
用
し
て
い
る
。
死
者
の
人
絡
権
に
つ
い
て
、

フ

l
プ
マ
ン
が
「
西
欧
的
文
化
な
識
」
で
肯
定
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
ナ
チ
ス
民
族
法
典
も
死
者
の
人
絡
権
を
認
め
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
反
論
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
五
十
嵐
『
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
』
(
前
掲
)
一
川
一
氏
。
な
お
斉
政
・
一
川
崎
行
も
民
族
法
山
内
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
広
波
「
転
換
」
五
八
頁

は
、
民
族
法
典
に
お
け
る
「
人
格
の
保
護
」
の
著
し
い
拡
大
に
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
及
は
割
没
さ
れ
た
。

〈
日
)
と
く
に
一
般
的
人
格
維
を
初
め
る
通
説
e

判
例
に
反
対
し
、
個
別
的
人
格
権
の
鉱
張
解
釈
に
よ
っ
て
同
様
な
目
的
を
達
し
う
る
と
主
張
し
十
学
者
〔
第
一

立
の
注
釈
者
で
あ
る
z
r
B
E
ロ
の
ほ
か
、
戸
川
口

g
p
列
g
H
E
E
F
開
5
2
な
と
|
|
五
十
嵐
・
松
田
・
前
掲
一
八
八
頁
以
下
参
照
)
に
直
接
の
連
続
性

が
日
比
ら
れ
る
。
な
お
東
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
人
格
の
拍
河
童
を
求
め
る
権
利
を
認
め
て
い
る
(
七
・
一
二
二
七
条
)
。

(
M
)
H
W
E
d
ぐ
匡
『
子
ω
・
吋
(
}
l
申
斗
・
こ
の
部
分
は
ジ

l
ベ
ル
ト
が
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
u

(
お
)
何
ロ
プ
司
ロ
門
戸
ω
・
∞
。
『
・

(
日
目
)
肘
ロ
プ
弓
=
円
子
ω
・
∞
]
「

(刊幻μ
)

か
ん
た
ん
な
が
ら
、
広
波
「
一
転
恥
怖
換
択
」
」
六
ハ
三
一
瓦
瓦
注

(ω)~参参
照
。

(叩
m叩)
阿
肘
凶
ロ

(
凶
)
民
回
巳
同
z
ロ
}
r
E
戸

5
白
=
5
命
吋
(
問
一
一
1

瓦
氏
注

2
参
照
)
¥
、
ω
凶
叶
討
∞
な
い
お
羽
ハ
ツ
奇
テ
ア
ン
ハ
ウ
ア
l
は
、
別
の
箇
所
で
、
名
誉
喪
失
者
は
労
働
す
る
動
物
と
し
て
の
み
生
↑
存
什
を

許
さ
れ
る
と
汗
し
て
い
る
。
出
巴
芯
ロ
}
5
5
♂
の
E
ロ
昏
品
江
民
O
L
O
出
回
官
官
ユ
-
n
r
o
ロ
岡
山
2
z
m
-
宮
口
ロ
ロ
7
0
口
早
∞
N
u
ω
・
5
同
・
こ
の
制
度
に
対
す
る
批

判
と
し
て
、
そ
の
仰
、

H
，ycω

♂ロ
E
ω
E
-
u
y
r昨
日
〈

O
H
N
2
Z
5
L
R
m
z
o
ι
m
n
r
田
町
己
F
n
r
o
ロ
∞
E
ι
ロ
ロ
m
-
司
同
国
ロ
E
C
H
同
伊
・
7
向
-
z
g
w
∞
-
H
N
由
民
・
参
照
。

(
却
)
肘
三
者
口
氏
w
ω
・
5
m
w
・
な
お

B
G
B
七
条
二
項
は
今
日
で
も
例
外
的
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
∞
C
2
m
己目明，に
M
m
O
(
H
H
・
〉
口
出
)
叩
吋
見
N
5
v
y
向
出
口
口
}
W

何
ハ
O
B
S
・
。
-
3
2
3
・
〉
耳
目
同
・
)
由
叶
何
色
Z
『
・
N
∞
・

(
幻
)
一
九
三
九
年
失
綜
法
に
つ
い
て
は
、
山
凶
成
『
ド
イ
ツ
法
概
論
(
上
巻
)
』
(
有
斐
関
、
一
九
四
九
年
)
凶
一
京
以
下
参
照
。

(
判
的
)
肘
旦
耳
己
円
?
ω
-
H
H
N
R
・

(
お
)
一
九
五
一
年
失
綜
法
の
邦
訳
と
し
て
、
白
川
和
腕
「
一
九
五
一
年
・
ド
イ
ツ
失
隊
法
」
法
学
新
報
六
一
巻
一
一
号
(
一
九
五
川
年
)
'
つ
版
。

論

北法36(1-2・432)432



五

お

わ

り

以
上
の
考
察
で
、

ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
で
編
纂
さ
れ
て
い
た
民
族
法
典
に
は
、

一
面
で
は
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
白
と
み
ら
れ

る
規
定
も
あ
る
が
、
他
面
で
は
、
む
し
ろ
多
く
の
規
定
が
そ
れ
と
無
関
係
で
あ
り
、

さ
ら
に
第
二
次
大
戦
後
の
発
展
を
先
取
り
す
る
よ
う
な

規
定
も
数
多
く
構
想
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
は
不
十
分
な
が
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
省
略
し
た

「
基
本
原
則
」

の
下
で
、

広
汎
な
自
由
裁
量
権
を
与
え
ら
れ
た
裁
判
官
が
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
裁
判
を
す
る
か
ぎ
り
、

な
に
す
ぐ
れ
た
規
定
が
設
け
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
画
に
書
い
た
餅
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
民
族
法
典
に
対
す
る
広
渡
氏
の

し
か
し
、
ナ
チ
ス
時
代
に
多
く
の
私
法
学
者
を
結
集
し
て
な
さ
れ
た
民
族
法
典
編
纂
の
成
果
、
が
、

評
価
は
基
本
的
に
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

戦
後
の
西
ド
イ
ツ
私
法
の
発
展
に
対
し
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
東
ド
イ
ツ
民
法
の
発
展
に
対
し
て
も
)
か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
事
実

も
否
定
で
き
な
い
。
彼
等
の
や
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
む
、
だ
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
(
も
っ
と
も
、
ど
れ
だ
け
影
響
し
た
か
に
つ
い
て
の
実

証
的
研
究
は
将
来
に
残
さ
れ
て
い
る
が
〉
。
ナ
チ
ス
時
代
の
私
法
学
者
の
い
と
な
み
に
対
す
る
私
自
身
の
感
想
じ
み
た
評
価
に
つ
い
て
は
、

旧
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
で
は
同
感
す
る
と
こ
ろ
多
い
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
(
烈
日
一
同

g
g円
rmロ
)
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
こ
と
で
本

ナチス民族法典の性格

稿
を
閉
じ
た
い
。

「
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
我
々
e
か
学
ぶ
べ
き
教
訓
と
は
、
お
そ
ら
く
第
一
に
は
、
学
問
が
時
代
の
諸
潮
流
に
密
着
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
距
離
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
国
家
公
民
と
し
て
の
自
由
は
究
極
的
に
は
た
だ

政
治
的
に
の
み
擁
護
さ
れ
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」

ど
ん

北法36(1-2・433)433



説

(

1

)

 

(

2

)

 

五
十
嵐
『
比
絞
民
法
学
の
諸
問
題
』
(
前
掲
)
二

O
頁
お
よ
び
五
一
一
員
以
下
参
照
。

ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
(
笹
倉
秀
夫
訳
)
「
ナ
チ
ズ
ム
下
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
法
学
」
日
独
法
学
六
号
四
六
頁
(
一
九
八
二
年
三

論

〔
追
記
〕
本
稿
脱
稿
後
、

ω
n
r
E
r
R
F
U
R
開ロ門司巴同町

OFロ
2
2
x
z
o
z
-
F
n
Zロ
問
。
目
立
NOω
〈

C
B
H
C
E
E
A
S
E口
内
凶
器

Z
O
〉

r
r
rロ=ロ
m
L戸
百
円
「

出

E
o
p
司
由
同

H
M
m
N
E∞品
w

H

R
・
に
接
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
司
法
省
は
一
九
四

O
年
七
月
に
私
生
子
法
改
正
草
案
を
作
成
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
ワ
イ
マ
l
ル
期
に
私
生
子
の
法
的
地
位
の
改
善
の
た
め
に
な
さ
れ
た
議
論
の
成
果
の
多
く
を
成
文
化
す
る
と
と
も
に
、
ナ
チ
ス
的
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
表
白
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
草
案
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
個
人
的
反
対
の
た
め
陽
の
目
を
見
る
に
歪
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
決
ア
カ
デ
ミ
ー

の
所
産
で
は
な
か
っ
た
が
、
同
じ
方
向
で
な
さ
れ
た
立
法
活
動
と
し
て
言
及
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
草
案
ハ
た
だ
し
三
八
年
設
案
)
に
つ
い

て
は
、
田
村
五
郎
『
非
嫡
山
子
に
対
す
る
親
権
の
研
究
』
(
日
本
比
較
法
研
究
所
、
一
九
八
一
年
)
九
六
頁
注
二
一
八
、
お
よ
び
一
一
一
一
二
百
一
注
三
一
二
で

言
及
さ
れ
て
い
る
。
田
村
氏
は
ベ

1
7
1
に
従
い
こ
の
草
案
を
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
所
産
と
す
る
が
、
正
確
で
は
な
い
。
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Uber den Charakter des NS・Volksgesetzbuches

Kiyoshi IGARAsHI* 

1. Einleitung 

TI. Skizze der Geschichte der Herausgebung des Volksgesetzbuches 

m. Konzeption des Volksgesetzbuches 

IY. Uber das Buch 1 des Volksgesetzbuches 

V. Schlus 

Fast vor 20 Jahren veroffentlichte ich einen Aufsatz uber die Bilanz 

der Privatrechtswissenschaft in der nationalsoziaIistischen Zeit (in: Hok-

kaido-Law-Review， Bd. 14， Heft 3-4， 1964). 1n der Arbeit behauptete 

ich， das die damaligen Privatrechtswissenschaftler viel zur Entwicklung 
der deutschen Privatrechtswissenschaft in der Nachkriegszeit beigetragen 

hatten. Dort konnte ich aber das Volksgesetzbuch (VGB) leider nicht 

berucksich tigen・ 1ndieser Abhandlung untersuchte ich， ob meine These 
auch fur VGB gilt. 

ZI1erst skizziere ich die Geschichte der Herausgebung des VGB 

hauptsachlich nach Hattenhauers Untersuchung (Das NS-Volksgesetz-

buch， 1n: Festschrift f. Gmむた 1983). Anschliesend analysiere ich die 

Grundkonzeption des VGB anhand Hedemanns Berichts von 1941. Aus 

der-rec-htsvergleichenden Sicht ist das System des VGB nicht neu. Neben 

巴iriigenideologischen Regeln (Grundregeln meistens) woJ[t巴 dasVGB 

viele bemerkenswerte Regeln (z. B. im Schadensersatz und ehelichem 

Guterstand) aufnehmen. Manche Neuerungen wurden nach dem 2. 

Weltkrieg verwirklicht oder heftig diskutiert. Aber die meisten Bucher 

des VGB blieben nur Konzeption. Als Entwurf wurden 1942 nur Grund-

regeln und erstes Buch verδffentlicht. Es fullt auf， das man dort die 

sehr ausfuhrlichen Vorschriften von den Personlichkeitsrechten， wie man 

sie nach dem Krieg als Richterrecht entwickeln sollte， finden. 

Am Schlus kann ich auch uber das VGB m巴inevorherige These 

bestatigen， trotz Bestehens der stark von der NS-1deologie gefarbten 
Vorschriften. Sol1ten die Privatrechtswissenschaftler aber auch dem 

NS・Unrechtsregimeden 0任enenWiderstand leisten? 

キ Professorfur Rechtsvergl巴ichungan der Universitat Hokkaido. 
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